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　健康ふくしまつりは、お子さんから高齢者まで世代を超えた交流を図り、人と人とがふれあう素晴ら
しさを実感していただくために開催します。歌あり、踊りあり、各種模擬店・バザーありとイベントが
盛りだくさん。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。

●開催日時　11月 14日㈯　9：15～ 14：10
　　　　　　※雨天決行
●会　　場　市役所正面広場・ホール・大会議室

●主　催　 第 9回健康ふくしまつり実行委員会・ 
守谷市・守谷市社会福祉協議会

●福祉体験・展示
　 音読、手話、車いす、

目隠し歩行、スタ
ンプラリー、健康・
生 活・ 食 事 相 談、
健康カレンダー配
布、 カ イ ロ 整 体、
血管年齢測定　等

●各種福祉団体による模擬店
　 焼いも、フランクフルト、大判焼き、焼きそ

ば、カレー、おもち、新鮮野菜、コーヒー、手
作り菓子、豚汁、ポップコーン、手工芸・木工

品、リサイクル品・
バザー、おもちゃ
修理（修理してほ
しいおもちゃ持参）
等

●ミニSL乗車会

　　
●問合先　市役所社会福祉課　内線162／守谷市社会福祉協議会　☎45‒0088

イベントプログラム　※手話通訳あり
時　間 団体等（内容）
9：15 開会式
9：30 いきいきヘルス体操 ぱたか（ヘルス体操）
9：50 まつやま保育園（太鼓演奏）
10：10 市母子保健推進員会（寸劇）
10：30 けやき台子供会（よさこい踊り）
10：50 出前サロン守谷（フラダンス）
11：00 ウィンドアンサンブル守谷（吹奏楽）
11：20 もりや少年少女合唱団（合唱）
11：40 おじんバンド（バンド演奏）
12：00 守谷ふれあい太鼓（和太鼓演奏）
12：30 出前サロン御所ケ丘（太極拳・健康ソーラン）
12：40 市障害者福祉センター（歌）
13：00 出前サロン松風（水戸黄門踊り）
13：20 守谷バトンクラブ（バトン＆ポンポン）
13：40 大野女性会（踊り）
14：00 守谷音頭（参加者全員）
14：10 閉会式

※ 内容は一部変更になる場合があります。駐車場
に限りがありますのでバス等をご利用ください

※ 当日のイベントは『健康』をテーマとしている
ことから会場内禁煙にご協力ください

　　

模
擬
店
・
バ
ザ
ー
等
販
売



子育て家庭の経済的負担をさらに軽減します子育て家庭の経済的負担をさらに軽減します

●申請・問合先　市役所国保年金課　医療福祉Ｇ　内線 105・106・108

～小学生に対する医療費助成『すこやか医療費支給制度』の利用手続きについて～

平成22年１月診療分から
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　市では、児童の健康の保持増進を図り、すこやかな成長に寄与するこ
とを目的に、平成 22年１月診療分から「すこやか医療費支給制度」の対
象を小学生まで拡大します。
　すこやか医療費支給制度とは、県内の医療機関であれば「医療保険証」
と「受給者証」を提示するだけで医療費の助成が受けられる制度です。
また、保護者の所得による利用制限を設けずに、市内在住の全児童を対
象に実施します。
　すこやか医療費支給制度をご利用いただくためには、事前に受給者証
の交付を受ける必要があります。対象児童の保護者の方には、11月上旬に案内通知を送付しますので、
受給者証の交付申請手続きをお願いします。

●対 象 者 　市内に在住の小学生児童（平成９年４月２日～平成 15 年４月１日生まれ）
　　　　　　※ ただし、小学校または特別支援学校の小学部の課程を 12 歳に達した日の属する学年

の終わりまでに修了しない場合は、15 歳に達した日の属する学年の終わり（それまで
の間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり）ま
で。母子・父子家庭及び重度障害の方で医療福祉費支給制度（マル福）の受給者を除く

●提出書類　①医療福祉費支給申請書（11 月上旬に送付）　②児童の医療保険証のコピー

●申請方法　 送付された申請書に記入し、児童の医療保険証のコピーを添付の上、案内通知に同封し
た返信用封筒で、返送して申請してください。

●申請期限　11 月 30 日㈪まで
　　　　　　※ 期限内に申請をした場合は、12 月 25 日ごろまでに受給者証と制度の説明書を郵送し

ます。申請期限を過ぎた場合、事前に受給者証が交付されなかったり、有効期間が短
縮される場合がありますので、ご注意ください

◆助成内容　 医療保険を使って医療機関にかかった場合、外来・入院ともに一部負担金（自己負
担分）から下記金額を差し引いた額を助成します。調剤薬局は一部負担金の全額が
助成対象になります。

　　　　　　※ 医療機関ごとに 外来―１日６００円まで、月２回まで
 入院―１日３００円まで、月３, ０００円まで

◆利用方法　 県内の医療機関では「医療保険証」と「受給者証」を提示すれば
助成が受けられます。県外の医療機関の場合は、医療機関の窓口
で一部負担金をお支払いいただき、市役所に申請後、助成金が預
金口座に振り込まれます。
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主催　守谷市
協力　 守谷消防署、日本赤十字社茨城県支部、東日本電信電話㈱
　　　 茨城支店、東部ガス㈱、守谷市消防団、守谷レスキュー、守谷の地域

防災を考える会
担当・問合先　市役所市民協働推進課安全・安心対策室
　　　　　　　内線 134・135

主催　守谷市
協力　 守谷消防署、日本赤十字社茨城県支部、東日本電信電話㈱
　　　 茨城支店、東部ガス㈱、守谷市消防団、守谷レスキュー、守谷の地域

防災を考える会
担当・問合先　市役所市民協働推進課安全・安心対策室
　　　　　　　内線 134・135

　平成 21年度の防災訓練は、昨年に引き続き、いろいろな防災について学ぶことが
できる「体験型訓練」を実施します。誰でも自由に参加できますので、この機会に防
災力アップにチャレンジしてください。

災害時の基本は“自分の身は自分で守る”です

日時：11 月 29日㈰ 10：00～ 15：00
都合の良い時間に参加してください！＊雨天決行（一部中止となるコーナーがあります）
会場：守谷市役所（大柏950-1）
※駐車場に限りがありますので、お車でお越しの際は乗り合わせでお願いします

各コーナーの主な内容
【事例紹介コーナー】
  ●防災映像放映　過去の災害を教訓に防災方法等を紹介
  ●先進自治会等紹介　 既に地域での防災訓練に取り組んでいる先進自治会の紹介（ビデオ、写真等）

や意見交換等
【展示コーナー】
  ●防災倉庫備蓄品展示　各避難所に設置してある備蓄品の紹介
  ●家庭用非常持出品展示　家庭内で備蓄すべき 3 日分の食料等について紹介
【体験コーナー】
  〔機械器具操作等訓練〕
  ●消火器操作訓練　水消火器による初期消火体験
  ●放水訓練　消防車両による放水体験
  ●チェーンソー操作訓練　木材等の切断体験
  ●炊き出し訓練　炊飯・おにぎり作り・試食の体験
  ●簡易タンカ作成訓練　けが人等の運搬用具の作成体験
  ●心肺蘇

そ

生（AED）訓練　心臓マッサージ、人工呼吸等の体験
  〔その他〕
  ●防災用備蓄品配布　保存水・アルファ米・クラッカー・カンパン
  　※数に限りがありますので、あらかじめご了承願います
【協力団体コーナー】
  ●日本赤十字社茨城県支部　エアーテントを使用した救護所設営訓練及び救援物資展示
  ●東日本電信電話㈱茨城支店　災害への取り組み及び災害伝言ダイヤルの紹介等
  ●東部ガス㈱　災害への取り組みの紹介等
  ●守谷市消防団　消防団活動紹介

主催　守谷市
協力　 守谷消防署、守谷市消防団、日本赤十字社茨城県支部、東日本電信

電話㈱茨城支店、東部ガス㈱、守谷レスキュー、守谷の地域防災を
考える会、東京消防庁退職公務員会、日本防災士会茨城県支部

担当・問合先　市役所市民協働推進課　安全・安心対策室
　　　　　　　内線 134・135
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水
道
管
の
耐
震
化
工
事
を
実
施

し
ま
す
。
皆
さ
ん
に
は
、
交
通
規

制
等
で
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す

が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
工
事
名

　
①
Ｈ
21
上
水
布
設

替
第
１
号
工
事
②
Ｈ
21
上
水
布

設
替
第
２
号
工
事
▼
工
事
場
所

百
合
ケ
丘
地
内
▼
工
事
期
限

　

平
成
22
年
１
月
29
日

▼
問
合
先

　
上
下
水
道
事
務
所

事
業
Ｇ

　
☎
48
¦
１
８
４
２

▼
狩
猟
解
禁
期
間

　
11
月
15
日

㈰
～
平
成
22
年
２
月
15
日
㈪

●
市
民
の
皆
さ
ん
へ

　
狩
猟
期
間
中
は
、
パ
ト
ロ
ー

ル
や
看
板
設
置
等
で
狩
猟
者
に

対
し
て
注
意
を
呼
び
か
け
て
い

ま
す
が
、次
の
こ
と
に
注
意
し
、

危
険
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

・�

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

外
・
鳥
獣
保
護
区
域
外
で
の

散
歩
に
は
十
分
注
意
す
る

・�

銃
声
の
す
る
場
所
へ
は
、
原

則
立
ち
入
ら
な
い

・�

狩
猟
に
伴
う
危
険
と
思
わ
れ

る
行
為
や
事
故
を
見
聞
し
た

と
き
は
、
最
寄
り
の
警
察
に

通
報
し
て
く
だ
さ
い

●
狩
猟
者
の
皆
さ
ん
へ

　
次
の
ル
ー
ル
を
良
く
守
り
、

特
に
危
険
防
止
に
は
十
分
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

・�

狩
猟
者
登
録
証
・
記
章
・
鉄

砲
所
持
許
可
証
を
所
持
し
、

オ
レ
ン
ジ
の
帽
子
と
ベ
ス
ト

を
着
用
す
る

・�

指
定
地
区
以
外
で
狩
猟
す
る

な
ど
の
違
反
を
し
な
い

・�

発
砲
す
る
際
は
、
目
標
物
の

狙
い
先
を
十
分
に
確
認
す
る

・�

銃
の
運
搬
時
に
は
弾
を
抜

き
、
銃
袋
を
す
る

狩
猟
解
禁

上
水
道
工
事

・�

火
災
な
ど
を
起
こ
さ
な
い
よ

う
十
分
に
気
を
つ
け
る

・�

銃
は
十
分
に
点
検
し
、
自
分

の
管
理
下
で
管
理
す
る

・�

実
包
を
車
の
中
に
置
き
去
り

に
し
な
い

・�

住
宅
地
に
向
け
て
の
発
砲
及

び
水
平
撃
ち
は
し
な
い

・�

電
線
に
向
か
っ
て
の
発
砲
は

し
な
い

育
児
・
介
護
休
業
法
が

変
わ
り
ま
し
た
！

　
少
子
化
の
流
れ
を
変
え
、
男

女
と
も
に
子
育
て
や
介
護
を
し

な
が
ら
働
き
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
社
会
を
目
指
し
て
、育
児
・

介
護
休
業
法
が
改
正
さ
れ
、
段

階
的
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

▼
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

　
①
育
児

休
業
等
に
係
る
ト
ラ
ブ
ル
解
消

の
た
め
、
９
月
30
日
か
ら
「
都

道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
紛
争

解
決
援
助
制
度
」
が
利
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
成

22
年
４
月
１
日
か
ら
は
、「
調
停

委
員
に
よ
る
調
停
制
度
」
が
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

②
７
月
１
日
か
ら
原
則
１
年
以

内
に
、「
子
が
３
歳
ま
で
の
短
時

間
勤
務
制
度
及
び
残
業
の
免
除

制
度
」「
短
期
の
介
護
休
暇
制
度
」

等
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
男
性
の
育
児
休

業
の
取
得
促
進
の
た
め
の
制
度

も
見
直
さ
れ
ま
す
。

▼
問
合
先

　
茨
城
労
働
局
雇
用

均
等
室

　
☎
０
２
９
¦
２
２
４

¦
６
２
８
８

　

http://w
w
w
.

ibarakiroudoukyoku.go.jp/

●北守谷公民館

守谷北特定猟具
使用禁止区域

●守谷市役所

●常総環境センター

●守谷駅

●守谷サービスエリア

●高野公民館守谷・取手鳥獣保護区域

守谷東特定猟具
使用禁止区域

●郷州公民館

大
利
根
橋
有
料
道
路

●
文
化
会
館

守
谷
市
上
下
水
道
事
務
所

守谷中学校

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

①H21上水布設替第1号工事

②H21上水布設替第2号工事

※�

鳥
獣
保
護
区
域
…
狩
猟
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
区
域

※�

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
…

守
谷
で
は
銃
に
よ
る
狩
猟
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
区
域

▼
問
合
先

　
市
役
所
経
済
課

　

農
業
振
興
Ｇ

　
内
線
２
６
４
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～空き家を利用して、地域住民の交流の場を～

空き家等活用コミュニティ推進事業の募集
●申請・問合先　市役所市民協働推進課　内線 132

　市では、地域の活性化を図るため、市内の自治会・町内会や団体等が市の借り上げた空き家等（共
同住宅を除く）を活用して、コミュニティサロンを開設する「空き家等活用コミュニティ推進事業」
を実施します。地域住民相互の交流の場づくりのためにご活用ください。

　
離
職
者
で
あ
っ
て
就
労
能
力

及
び
就
労
意
欲
の
あ
る
方
の
う

ち
、
住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
方

ま
た
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
方
を
対
象
と
し
て
、
住
宅
手

当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、

住
宅
及
び
就
労
機
会
の
確
保
に

向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者
　

　 

申
請
時
に
次
の
①
〜
⑦
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
（
手

当
支
給
期
間
中
は
、
常
用
就

職
に
向
け
た
就
職
活
動
を

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

①
２
年
以
内
に
離
職
し
た
方

② 

離
職
前
に
自
ら
の
労
働
に
よ

り
賃
金
を
得
て
、
主
と
し
て

世
帯
の
生
計
を
維
持
し
て
い

た
方

③ 

就
労
能
力
及
び
常
用
就
職
の

意
欲
が
あ
り
、
公
共
職
業
安

定
所
へ
求
職
申
込
を
行
う
方

④ 

住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
方
ま

た
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
（
⑤
⑥
の
要
件
に
該
当
し
、

賃
貸
住
宅
等
に
入
居
し
て
い

る
）
方

⑤
原
則
と
し
て
収
入
の
な
い
方

※ 
一
時
的
な
収
入
が
あ
る
場
合

●対象団体
① 自治会・町内会の区域を主たる活動地域とする

こと
②会員が５人以上いること
③団体の活動が営利を目的としていないこと
④ 宗教活動、政治活動または選挙活動を行うこと

を目的としないこと
⑤ 法人格を有しないこと（NPO 法人、自治会・

町内会など認可地縁団体を除く）
⑥ 事業を運営するための経費を負担できること
●コミュニティサロンの要件
① 活動地域の自治公民館の整備状況等から判断

して必要性が認められること
② 原則として活動地域に居住する者が利用すること
③ 高齢者、子どもなど特定の者を対象としたもの

でないこと
④ 公益を害するおそれがなく、公序良俗に反しな

いものであること
⑤ 現に、空き家が活動地域にあり、借り上げるこ

とが見込めること
●空き家等の借り上げ
　市が空き家等を借り上げ、次の経費を負担します。
① 家賃（実額とする。月額 10 万円を限度）
② 敷金、礼金、不動産仲介手数料（それぞれ市長

が認めた額）
③ 空き家等の借り上げにあたり、特に必要と市長

が認めた経費
●申請の制限
①１団体につき１か所に限る
② 認定の期間は最長２年とする（更新可能）
●募集団体　２団体
●申請方法
　 申請書（問合先に用意、市ホームページからダ

ウンロード可）に必要書類を添えて、11 月 30
日㈪までに窓口で申請してください。

※ 11 月 30 日までに応募が２団体に満たない場合
は、12 月１日以降先着順にて２団体まで受け
付けます

住
宅
手
当
緊
急
特
別
措
置
事
業
の
お
知
ら
せ

●
問
合
先
　
市
役
所
社
会
福
祉
課
　
内
線
１
６
１

に
は
、
生
計
を
一
と
す
る
同

居
親
族
の
収
入
合
計
が
次
の

金
額
以
下
で
あ
る
こ
と

•
単
身
世
帯
　
８
・
４
万
円

•
複
数
世
帯
　
17
・
２
万
円

⑥ 

生
活
を
一
と
す
る
同
居
親
族

の
預
貯
金
合
計
が
次
の
金
額

以
下
で
あ
る
こ
と

•
単
身
世
帯
　
50
万
円

•
複
数
世
帯
　
１
０
０
万
円

⑦ 

国
の
住
宅
喪
失
離
職
者
等
に

対
す
る
雇
用
施
策
に
よ
る
貸

付
ま
た
は
給
付
（
就
職
安
定

資
金
融
資
、
訓
練
・
生
活
支

援
給
付
、
就
職
活
動
困
難
者

支
援
事
業
等
）、
自
治
体
が
実

施
す
る
類
似
の
貸
付
ま
た
は

給
付
等
を
受
け
て
い
な
い
方

▼
支
給
限
度
額
（
１
か
月
あ
た
り
）

•
単
身
世
帯
　
３
万
５
４
０
０
円

•
複
数
世
帯
　
４
万
６
０
０
０
円

▼
支
給
期
間

　
６
か
月
間
を
限
度

▼
支
給
方
法

　 

市
か
ら
住
宅
の
貸
主
ま
た
は

貸
主
か
ら
委
託
を
受
け
た
事

業
者
の
口
座
へ
振
り
込
む

● 

詳
細
は
、
窓
口
ま
た
は
電
話

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い



ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

の
実
現
に
向
け
て
、
労
働
基

準
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
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ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
※
無
料

▼
日
時

　
11
月
４
日
㈬
午
後
１

時
～
３
時
30
分
▼
場
所

　
国
際

交
流
研
修
セ
ン
タ
ー
（
ロ
グ
ハ

ウ
ス
）
▼
テ
ー
マ

　
①
「
エ
コ

事
業
所
・
商
店
の
登
録
制
度
に

つ
い
て
」
石い

し
い井

晴は
る
み
つ光

氏
（
㈲
Ａ

Ｎ
Ｅ
環
境
経
営
研
究
所
）
／
②

「
民
主
党
政
権
で
税
制
は
ど
う

か
わ
る
の
か
？
」
和わ

だ田
政ま

さ
ひ
こ彦

氏

（
和
田
税
理
士
事
務
所
）

▼
主
催
　
守
谷
産
業
地
域
協
力
会

▼
共
催
　
守
谷
市
商
工
会

▼
申
込
・
問
合
先

　
市
役
所
経

済
課

　
内
線
２
６
２
、
守
谷

産
業
地
域
協
力
会

　
髙
橋

０
９
０
¦
２
７
３
５
¦
２
７
９
３

通
路
で
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実
施
予
定
▼
主
催

　
守
谷
市
、

守
谷
市
議
会
、
防
犯
関
係
団
体

▼
後
援

　
取
手
警
察
署

▼
問
合
先

　
市
役
所
市
民
協
働

推
進
課

　
安
全
･
安
心
対
策
室

内
線
１
３
８

　
県
内
事
業
者
が
地
球
温
暖
化

防
止
な
ど
の
環
境
問
題
に
取
り

組
む
こ
と
を
県
が
後
押
し
す
る

「
茨
城
県
エ
コ
事
業
所
登
録
制

度
」
の
解
説
や
今
後
の
税
制
の

動
き
を
い
ち
早
く
押
さ
え
、
影

響
や
対
策
を
考
え
る
た
め
の
中

小
企
業
者
・
個
人
商
店
向
け
セ

犯
罪
や
暴
力
の
存
在
を
許
さ
ず
、

犯
罪
抑
止
・
暴
力
排
除
の
確
固

た
る
信
念
の
も
と
に
一
致
団
結

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
・
暴
力

行
為
及
び
暴
力
団
の
撲
滅
を
図

り
、
犯
罪
の
な
い
住
み
良
い
ま

ち
を
つ
く
っ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

　
市
で
は
、
昨
年
に
引
き
続
き

地
域
安
全
・
暴
力
追
放
市
民
大

会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご

参
加
く
だ
さ
い
（
入
場
無
料
）。

▼
日
時

　
11
月
14
日
㈯
午
後
１

時
30
分
～
▼
会
場

　
中
央
公
民

館
ホ
ー
ル
▼
定
員

　
先
着
４
０

０
名
▼
内
容

　
取
手
警
察
署
に

よ
る
講
演
・
暴
力
追
放
ビ
デ
オ

上
映
※
終
了
後
、
守
谷
駅
自
由

務
化
さ
れ
ま
す
。
③
労
使
協
定

の
締
結
で
年
５
日
分
を
限
度
と

し
て
時
間
年
休
が
取
得
可
能
に

な
り
ま
す
。

▼
問
合
先

　
茨
城
労
働
局
監
督

課
　
☎
０
２
９
¦
２
２
４
¦
６

２
１
４

　
安
全
で
平
穏
な
日
常
生
活
を

送
る
こ
と
は
、
市
民
共
通
の
願

い
で
す
。
市
民
一
人
ひ
と
り
が

善
良
な
市
民
生
活
を
侵
害
す
る

　
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
）
の
実
現

に
向
け
て
、
労
働
基
準
法
が
改

正
さ
れ
、
平
成
22
年
４
月
１
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

▼
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

　
①
月
60

時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
を

行
う
場
合
の
割
増
賃
金
率
が
50

％
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

（
中
小
企
業
は
猶
予
あ
り
）。
②

月
45
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
を
行
う
場
合
の
割
増
賃
金
率

が
25
％
を
超
え
る
よ
う
努
力
義

お知らせ・開催

開
　
　
催

第
３
回
地
域
安
全
・

　
暴
力
追
放
市
民
大
会

企
業
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

ペット霊園の設置の許可等に関する

条例が制定されました

　近年、ペットを「家族の一員」としてとらえ、
人間同様、その死後においてもペットを埋葬し
て供養する事例が増加しています。しかしなが
ら、現在ペット霊園を直接規制するような法的
枠組みはなく、新たな法整備がなされる見込み
もありません。市ではペット霊園の設置や管理
について必要な事項を定めることにより、公衆
衛生上市民に与える不安を解消するとともに、
生活環境の保全を目的に条例を制定し、10 月
１日から施行しました。
条例の概要
▶対象地域　市内全域を対象とします
▶対象施設　ペット霊園を対象とします
※�ペット霊園とは、火葬施設、墳墓、納骨堂

またはこれらを併せ有する施設とします
▶主な内容
（１）ペット霊園の設置等は、市長の許可制
とし、事前協議を行う。

（２）ペット霊園の設置には、当該地に計画に
かかる標識を設置し、近隣住民等（敷地境界
から 200 ｍ以内）への説明会とその内容の報
告を義務付ける。

（３）近隣住民等から申し出があった場合の
協議とその内容の報告を義務付ける。

（４）ペット霊園の敷地境界から住宅等まで
は 100 ｍ以上の距離を置く。

（５）焼却施設を設置する場合には、防臭・
防塵

じん

・防音について十分な能力を有する施設
とする。

（６）市はペット霊園の設置者に対し報告を
求め、立ち入り検査を行うことができる。ま
た、条例に違反する者に対して改善勧告・公
表・改善命令・許可の取消し・使用禁止命令
を行うことができる。
●問合先　市役所生活環境課　内線１４３

　山口県大雨災害及び福岡県豪雨災害で大きな
被害を受けた被災者の方々に、市民の皆さんか
ら暖かいお気持ちを寄せていただき、誠にあり
がとうございました。これらの義援金は、日本
赤十字社茨城県支部を通して被災地に送金しま
したので、お知らせします。（９月 30 日現在）
山口県大雨災害及び福岡県豪雨災害義援金

・みずき野町内会� � 　７，０１０円
・募金箱（市役所ロビー）� １０，０００円

義援金のお知らせ義援金のお知らせ義援金のお知らせ

6広報もりやおしらせ版2009.10.25

お知らせ

　
11
月
８
日
の「
い
い
歯
の
日
」

に
歯
の
何
で
も
電
話
相
談
を
無

料
で
開
設
し
ま
す
。
匿
名
で
結

構
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
電

話
く
だ
さ
い
。

▼
日
時

　
11
月
８
日
㈰
午
後
１

時
～
４
時
▼
受
付
電
話
番
号

　

０
２
９
¦
８
２
３
¦
７
９
３
０
／

０
２
９
¦
８
３
５
¦
０
７
３
７

▼
回
答
者

　
歯
科
医
師

▼
主
催
・
問
合
先

　
茨
城
県
保

険
医
協
会

　
☎
０
２
９
¦
８
２

３
¦
７
９
３
０

　
自
賠
責
保
険（
共
済
）は
、「
交

通
事
故
被
害
者
を
救
済
す
る
基

本
的
な
対
人
賠
償
の
確
保
」
と

「
交
通
事
故
の
加
害
者
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
の
経
済
的
負

担
を
補
う
」
制
度
で
す
。
原
動

機
付
自
転
車
を
含
む
す
べ
て
の

自
動
車
に
加
入
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
有
効
期
限
切
れ

や
か
け
忘
れ
で
自
動
車
を
運
行

す
る
と
、
法
令
違
反
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

　
国
土
交
通
省

　
自

動
車
総
合
安
全
情
報

　http://w
w
w
.jibai.jp/

歯
の
何
で
も
電
話
相
談

自
賠
責
保
険
（
共
済
）

必
ず
加
入
！
忘
れ
ず
更
新
！

　秋季全国火災予防運動　11月９日㈪～15日㈰

●問合先　・守谷消防署　☎ 46-0119
　　　　　・守谷消防署南守谷出張所　☎ 20-0119

　11 月９日㈪～ 15 日㈰の７日間、秋季全国火災予防運動が実施されます。この運動は、火災が発生しやす
い気候となる時期を迎えるにあたり、火災に対する警戒心を高め、発生を防止し、死傷事故や財産の損失を
防ぐことを目的としています。
　守谷消防署管内における今年の火災発生件数は、９月 30 日現在で 14 件。火災は、ちょっとした不注意か
ら起こることが多く、気を付けていれば未然に防げたという場合がほとんどです。皆さんのご家庭でも火の
取り扱いには十分注意し、万が一火災が発生した場合は、次の行動をしてください。

認識し、防火対策にご理解とご協力をお願いします。
◦11月９日は「１１９番の日」
　消防車や救急車を呼ぶときは、局番なしの１１９
番をダイヤルし、次のことを「落ち着いて、はっき
りと」伝えましょう。
○消防車を呼ぶとき
　・燃えている場所（住所、付近の目標物）
　・何が燃えているか
　・逃げ遅れた人はいないか
　・周囲への延焼の危険はありそうか
　・自分の名前と電話番号
○救急車を呼ぶとき
　・どのような事故か（交通事故、急病など）
　・住所、付近の目標物
　・傷病者の人数、性別、年齢
　・傷病者の容体
　・自分の名前と電話番号
☆携帯電話から通報するときの注意点
　・車を運転中の場合は、安全な場所に停車してか
　　ら通報する
　・通報場所、目標物を伝える
　・�通報場所や目標物が分からないときや携帯電話

の電波状況が悪いときは、一般電話や公衆電話
から通報する

◦住宅防火　いのちを守る７つのポイント

◦住宅用火災警報器を設置しましょう
　住宅の寝室と階段には、煙感知式の火災警報器設
置が義務付けられています（義務付けられた寝室や
階段以外の場所には、熱感知式の火災警報器も設置
可）。火災警報器は、消防機器取扱専門店や一般量販
店で取り扱っていますので、必ず、設置しましょう。
　昨年の住宅火災による全国の死者数は 1,123 人で
した。そのうち 65 歳以上の高齢者は 711 人（死者
数の 63.3％）で、死者数における高齢者の割合が毎
年増加している状況です。住宅用防災機器の必要性を

３
つ
の
習
慣

①寝たばこは絶対にしない
②�ストーブは、燃えやすいものから離れた位
置で使用する

③�ガスコンロ等のそばを離れるときには、必
ず火を消す

４
つ
の
対
策

④�逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器
を設置する

⑤�寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎製品を使用する

⑥�火災を小さいうちに消すために、住宅用消
火器などを設置する

⑦�お年寄りや身体の不自由な方を守るために、
隣近所との協力体制をつくる

火災を発見したら、
直ちに１１９番へ
通報する

消防車が到着するまで、
できる範囲で消火器や水バケツ
などによる初期消火を行う

初期消火が困難に
なった場合は、
直ちに避難する

『消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子』



●申込・問合先　市役所介護福祉課
　地域包括支援センター　内線 177
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開催・募集

　

介
護
の
負
担
を
軽
く
す
る
た

め
に
、
認
知
症
の
人
を
か
か
え

る
介
護
者
同
士
が
お
互
い
に
話

し
合
い
、耳
を
傾
け
る
場
で
す
。

▼
日
時　

11
月
19
日
㈭
午
後
１

時
30
分
〜
３
時
※
受
付
は
午
後

１
時
〜
▼
会
場　

市
役
所
小
会

議
室
▼
対
象　

市
内
在
住
の
方

▼
問
合
先　

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー　

内
線
１
７
４
・１
７
７

▼
日
時　

11
月
15
日
㈰
午
後
１

時
30
分
〜
５
時
▼
会
場　

イ
ー

ア
ス
つ
く
ば
（
つ
く
ば
市
研
究

学
園
Ｃ
50
街
区
１
）
▼
内
容
・

定
員　

①
セ
ミ
ナ
ー
「
爆
笑
！

子
ど
も
を
お
金
持
ち
に
す
る
方

法
〜
あ
な
た
は
子
ど
も
に
お
金

の
こ
と
を
ど
う
伝
え
て
い
ま
す

か
？
」
先
着
１
０
０
名
②
「
Ｆ

Ｐ
に
よ
る
個
別
相
談
会
」
先
着

６
組
③「
お
こ
づ
か
い
ゲ
ー
ム
」

小
学
５
〜
６
年
生
先
着
12
名
▼

参
加
費　

無
料
▼
後
援　

茨
城

県
、
守
谷
市
ほ
か
▼
申
込
方
法

電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
日
本
Ｆ
Ｐ
（
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
ズ
）
協

会
茨
城
支
部　

☎
０
２
９
|
３

０
２
|
５
３
２
０

▼
活
動
日
時　

月
２
回
程
度

（
土
曜
日
ま
た
は
日
曜
日
）
午

前
10
時
〜
午
後
２
時
▼
活
動
場

所　

も
り
や
学
び
の
里
、
市
内

各
公
民
館
等
▼
応
募
資
格　

幼

稚
園
年
長
〜
高
校
生
の
女
性
▼

活
動
内
容　

国
際
・
地
域
貢
献
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
野
外
ワ
ー
ク

（
キ
ャ
ン
プ
、
ラ
リ
ー
）、
自
然

観
察
、
ゲ
ー
ム
、
ク
ラ
フ
ト
等

▼
活
動
の
ポ
イ
ン
ト　
「
①
自

己
開
発
②
人
と
の
ま
じ
わ
り
③

自
然
と
と
も
に
」
を
大
切
に
活

動
し
て
い
ま
す

▼
問
合
先　

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト

日
本
連
盟
茨
城
県
支
部
第
39
団

黒く
ろ
ぬ
ま沼

☎
45
|
１
２
５
２
・
長は

せ谷

川が
わ

☎
48
|
１
２
８
８

▼
内
容　

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
・
文
化
交
流
・
学

校
体
験
・
地
域
見
学
・
野
外
活

動
な
ど
事
業
に
よ
り
体
験
内
容

を
選
択
▼
派
遣
先　

オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
サ
イ

パ
ン
・
フ
ィ
ジ
ー
▼
日
程　

12

月
26
日
㈯
〜
平
成
22
年
１
月
４

日
㈪
７
〜
９
日
間
▼
対
象　

小

学
３
年
〜
高
校
３
年
生
の
方
▼

参
加
費　

22
万
８
千
円
〜
35
万

８
千
円
（
共
通
経
費
は
別
途
）

▼
申
込
締
切
日　

11
月
６
日
㈮

▼
資
料
請
求
・
問
合
先

㈶
国
際
青
少
年
研
修
協
会

☎
03
|
６
４
５
９
|
４
６
６
１

http://w
w
w
.kskk.or.jp/

茨
城
Ｆ
Ｐ
フ
ォ
ー
ラ
ム

２
０
０
９ 

in 

つ
く
ば

募
　
　
集

認
知
症
の
人
と
家
族
の
集
い

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト

茨
城
第
39
団（
守
谷
市
）

●グリーフ・ケア（悲しみのケア）講演会

　高齢者のボランティア活動を行っている方を
対象とした講演です。
　看

み と

取った後に訪れる喪失感や悲しみ等の重要
性とそれぞれに対するケアから、回復へのプロ
セスと、残された人たちのケアの重要性を学び
ます。費用は無料ですので、ぜひご参加ください。

▼日時　11 月７日㈯　13:30 ～ 16:00
　　　　※ 13:00 ～受付

▼場所　市役所　大会議室

▼対象　市内在住の方

▼申込方法　11 月５日㈭までに電話で申し込む

▼講師　水
み ず の

野治
じ た ろ う

太郎氏（麗澤大学名誉教授）

● 守谷市インターンシップ実習生研究発表
と介護事業報告会

　市役所介護福祉課で実習を受けた学生の研究
発表と、認知症相談会などの事業報告を行いま
す。費用は無料です。

▼日時　11 月 24 日㈫　13:30 ～ 15:30

▼場所　市役所　大会議室

▼対象　市内在住・在勤の方

▼申込方法　11 月 20 日㈮までに電話で申し込む

　守谷ギターアンサンブルによる演奏会で
す。クラシックギターによる癒

いや

しのひととき
を一緒に過ごしませんか？

▼期日　11 月 15 日㈰

▼時間　13:30 開場／14:00 開演

▼場所　高野公民館　※入場無料

▼  曲目　第３の男（A. カラス）／アルハンブ
ラの想い出（F. タレガ）／ラ・クンパルシー
タ（ロドリゲス）／愛のロマンス（スペイ
ン民謡）他

▼主催　守谷ギターアンサンブル

▼後援　 茨城県、茨城県教育委員会、守谷市、
守谷市教育委員会

▼問合先　和田　☎ 48‒6032

冬
休
み
海
外
派
遣
参
加
者

守谷ギターアンサンブルコンサート守谷ギターアンサンブルコンサート守谷ギターアンサンブルコンサート
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開　　催

11
月
11
日
は「
介
護
の
日
」

　
今
年
も
11
月
13
日
㈮
〜
19
日

㈭
に
、
守
谷
市
・
取
手
市
・
利

根
町
の
小
・
中
学
校
の
特
別
支

援
学
級
と
伊
奈
養
護
学
校
で
学

ぶ
児
童
・
生
徒
の
合
同
作
品
展

「
第
21
回
つ
ば
さ
展
」
が
開
催

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
ご
ろ

の
学
習
の
成
果
を
発
表
す
る
こ

と
で
、
児
童
・
生
徒
に
自
信
と

喜
び
を
与
え
、
特
別
支
援
教
育

へ
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
、
毎

年
こ
の
時
期
に
開
催
さ
れ
て
い

る
も
の
で
す
。
今
年
の
守
谷
市

の
共
通
テ
ー
マ
は
、「
え
が
お
・

い
っ
ぱ
い
」
で
す
。
学
校
ご
と

に
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ア
を
出

し
合
い
、
粘
土
・
モ
ー
ル
・
段

ボ
ー
ル
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
材
料

を
使
っ
た
立
体
感
あ
ふ
れ
る
作

品
が
並
び
ま
す
。

　
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
く
こ

と
が
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

の
大
き
な
励
み
と
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
会
場

　
ロ
ッ
ク
シ
テ
ィ
守
谷

Ｓ
Ｃ

▼
問
合
先

　
高
野
小
学
校
　
黒

沼
　
☎
48
|
０
０
０
４
、
松
ケ

丘
小
学
校
　
田
上
　
☎
48
|
８

５
５
１ え

が
お
・
い
っ
ぱ
い

「
第
21
回
つ
ば
さ
展
」

　
11
月
11
日
は
「
介
護
の
日
」

で
す
。
こ
の
機
会
に
、
介
護
に

つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め

ま
し
ょ
う
。

◎
介
護
の
日
イ
ベ
ン
ト

▼
期
日

　
11
月
11
日
㈬
▼
会
場

県
庁
２
階
県
民
ホ
ー
ル
（
水
戸

市
笠
原
町
９
７
８
|
６
）
▼
内

容
　
体
力
測
定
、
介
護
・
健
康

相
談
、
ロ
ボ
ッ
ト
ス
ー
ツ
Ｈ
Ａ

Ｌ
福
祉
用
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
※
11
月
３
日
〜
15
日
に

は
、
介
護
関
係
団
体
に
よ
る
パ

ネ
ル
展
示
あ
り

◎ 

福
祉
職
場
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

▼
期
日

　
11
月
８
日
㈰
▼
会
場

県
総
合
福
祉
会
館（
水
戸
市
千
波

町
１
９
１
８
）
▼
内
容

　
福
祉

職
員
紹
介
、
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
等

▼
問
合
先

　
県
介
護
保
険
室

☎
０
２
９
|
３
０
１
|
３
３
３
２

▼
日
時

　
11
月
７
日
㈯
午
後
２

時
〜
４
時
30
分
▼
会
場

　
竜
ケ

崎
保
健
所
２
階
大
会
議
室
（
龍

ケ
崎
市
２
９
８
３
|
１
）
▼
定

員
　
先
着
50
名
▼
対
象

　
ベ
ー

チ
ェ
ッ
ト
病
の
患
者
と
家
族
▼

内
容

　
①
講
演
「
膠こ

う
げ
ん原

病
リ
ウ

マ
チ
ア
レ
ル
ギ
ー
内
科
医
に
よ

る
ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
の
話
」
後ご

藤と
う

大だ
い
す
け輔

氏
（
筑
波
大
学
大
学
院

講
師
）
②
交
流
会
▼
参
加
費

　

無
料
▼
申
込
方
法

　
11
月
４
日

㈬
ま
で
に
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先

　
竜
ケ
崎
保

健
所
保
健
指
導
課
　
難
病
担
当

☎
０
２
９
７
|
62
|
２
３
６
７

▼
日
時

　
11
月
８
日
㈰
午
前
９

時
〜
正
午
▼
会
場

　
取
手
市
福

祉
交
流
セ
ン
タ
ー
（
取
手
市
役

所
構
内
）
▼
定
員

　
当
日
先
着

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
講
演
会

20
名
※
事
前
申
込
も
可
▼
相
談

内
容

　
労
働
や
生
活
に
関
す
る

相
談
（
解
雇
、
賃
金
不
払
い
、

セ
ク
ハ
ラ
、
労
災
隠
し
、
生
活

保
護
、
年
金
給
付
な
ど
）
▼
相

談
料

　
無
料
▼
相
談
員

　
特
定

社
労
士
、
社
労
士
、
税
理
士
、

行
政
書
士
▼
主
催

　
労
働
生
活

相
談
１
１
９
県
南
社
労
士
団
▼

申
込
方
法

　
事
前
申
込
は
Ｆ
Ａ

Ｘ
（
相
談
内
容
・
連
絡
先
を
明

記
）
ま
た
は
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先

　
特
定
社
労

士
平た

い
ら

事
務
所
　

０
９
０
|
１

８
３
８
|
１
０
６
０
　

０
２

９
７
|
78
|
７
４
７
３

年
内
解
決
を
目
指
す

労
働
＆
生
活
相
談
会

暮 らしのコーナー

　最近では、複数の者が登場して消費者の投資
欲をあおったり、過去の被害を回復したいとい
う消費者の心理に付け入るなど、業者の勧誘手
口が巧妙化しています。
•複数の業者が登場する「劇場型」
• 金融庁や消費生活センターなどをかたり、消

費者を安心させる「公的機関装い型」
•謝礼や高値買い取りを約束する「代理購入型」
• 過去に未公開株を購入したことのある消費者

に被害回復をうたって未公開株を購入させる
「被害回復型」　　　　　　　　　　　　　　
など
 事例 
　Ａ社から自社の未公開株の勧誘電話があり、
その後、資料が届いたときには、信用していな
かった。後日、金融庁を名乗る女性から「未公
開株による詐欺を調査中。被害に気をつけるよ
うに」と電話があった。その電話で“上場予定
の企業情報”としてＡ社の名前を告げられたた
め、Ａ社の未公開株の勧誘を信用するようにな
り、300万円を支払ってしまった。だが、今になっ
て、だまされたように思う。
 アドバイス 
① 「あなただけが儲かる」ような“うまい話”

はないので、きっぱり断ること
② 過去に未公開株を購入したことのある消費者

を狙って複数業者が執
しつよう

拗に勧誘したり、「被害
回復」をうたって消費者をだますケースがあ
るので、これまでに未公開株を購入したこと
のある人は特に注意すること

③ 断り切れずに契約してしまったり、あやしい
と思ったら、すぐに家族や消費生活センター
に相談すること

【相談先】　市消費生活センター  ☎ 45‒2327
　　月～金　9:00～12:00・13:00～16:00

未公開株のトラブルが再び増加！
　消費者を安心させる「公的機関装い型」
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守谷市の交通事故発生状況（９月）　　件数 18件　　死者数 0人　　負傷者数 23人

地域で安全・安心なまちづくりを目指して
●問合先　市役所市民協働推進課　安全・安心対策室　内線138
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交     通

防犯
「私に限って大丈夫」が実は危
ない
　これだけ手口が知られて
も、被害が後を絶たない振り

込め詐欺。「私だけは大丈夫」被害者の多くは、
被害に遭うまでそう思っていました。「もしもし
オレだけど」の電話に不審を感じても、話し込ん
でいるうちに相手のペースに乗せられてしまい被
害に遭っています。
　取手警察署管内でも今年に入り12件、被害総額
約2700 万円の被害が発生しています（9月末現在）。
　最近ではインフルエンザを口実に「（喉

のど
がやら

れて）声がおかしくなった」「（自分の代わりに）
返済してくれ」といった手口まで発生しています。
犯人はあの手この手で、あなたを慌てさせ、惑わ
し、巧みに操ろうとします。あなたはそれでも「自
分だけは大丈夫」と言い切れますか ?
気をつけて !新たな手口
○手渡しによるオレオレ詐欺
　最近、金融機関の窓口や ATM では係員が声を
掛けたり、警察官が警戒をしているため、現金の
振り込みを要求せず、「上司が取りにいく」「バイ
ク便業者を向かわせる」などと言って現金を直接

チャイルドシートを着けていないと…
抱っこでは支えきれない―時速40kmで衝突した場合、子供の重さは約30倍に増大、5kgの子供が約150kgに！
大人用のシートベルトは危険―衝突の瞬間、ベルトが首に掛かる可能性が高くなります。
そのまま座っていると―衝突時に車外へ放り出され、道路上の他の車や電柱等に衝突するおそれがあります。

被害者の自宅まで取りに来たり、街中で待ち合わ
せをして現金を受け取るなど、騙

だま
し取る手口です。

○エクスパック・書留等による架空請求詐欺
　サイト使用料金の延滞料、有料サイトの解約忘
れ等を口実に料金を請求し、エクスパックや現金
書留等により、現金を私設私書箱等に送金させて
騙し取る手口です。
※ 本来エクスパックでは現金を送ることはできま

せん
慌てず、落ち着いて　必ず確認 !
• 電話を切った後は、本人や勤務先・警察等に連

絡して事実かどうか確認してみましょう
• 電話番号が変わったと言われた場合には、今ま

で知っている電話番号にかけてみて、本当に本
人からの電話かどうか確認しましょう

• 振り込みは「絶対にその日にしない」「一人で
しない」「必ず誰かに相談する」

• 身に覚えのない支払い要求（架空請求）には、
応じないようにしましょう

• 身内を名乗る電話には、生年月日や名前・身内
しか知らない事項（例えば、飼っているペット
の名前など）を尋ねてみましょう。家族だけで
通じる合言葉を決めておくことも有効です

命を守るチャイルドシート
四輪車乗車中 6歳未満児のチャイルドシート着用別死傷者数（茨城県内・平成 20 年中）
●四輪車乗車中の死傷者 291 人中、125 人（43.0％）が
　チャイルドシート非着用（非着用に大人用着用を含む）

● チャイルドシート非着用の場
合、死亡・重傷となる率が、着
用に比べ 3.3 倍も高くなる

　シートベルトは全席着用が原則です。子どもを車に乗せるときは、乳児用（新生児～ 1 歳ごろ）、幼
児用（1 ～ 4 歳ごろ）、児童用（4 ～ 10 歳ごろ）等、成長や体格に合ったチャイルドシート等を装着さ
せましょう。事故に遭ってから後悔しても取り返しがつきません。子どもを本当にかわいいと思うなら、
抱っこよりチャイルドシートに座らせることが本当の愛情です。
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募　　集

　

ベ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
は
、
い
ば

ら
き
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
と
共
催
で
結
婚
支
援
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
期
日
・
会
場　

11
月
８
日
㈰

イ
ー
ア
ス
つ
く
ば
（
つ
く
ば
市

研
究
学
園
Ｃ
50
街
区
１
）
／
11

月
15
日
㈰
土
浦
イ
オ
ン
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
土
浦
市
上

高
津
３
６
７
）／
11
月
23
日（
月・

祝
）
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
東
雲

（
つ
く
ば
市
小
野
崎
４
８
８
|

１
）
▼
時
間　

午
後
１
時
30
分

〜
４
時
30
分
▼
対
象　

Ａ
コ
ー

ス　

40
歳
ま
で
の
男
女
各
15
名

／
Ｂ
コ
ー
ス　

40
歳
以
上
の
男

女
各
10
名
▼
参
加
費　

男
性

５
０
０
０
円
／
女
性
１
０
０
０

円
※
当
日
会
場
で
徴
収

▼
申
込
・
問
合
先

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ベ
ル
・
サ
ポ
ー
ト

☎
０
２
８
０
|
87
|
７
０
８
５

http://w
w
w
.bell-support.

net/
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　成人の訴えで一番多い症状は腰痛ですが、腰痛を
考える上では、下

か し

肢痛やしびれといった神経症状が
あるかどうかを分けて考える必要があります。
　神経症状を伴わない場合、50 歳以下で特に既往
症がなければ、非特異的な急性腰痛症である可能性
があります。原因は椎

ついかん

間板や椎間関節である可能性
が大きいのですが、その特定は一般には困難です。
消炎鎮痛剤等の処方や安静にすることで、２週間も
すれば動けるようになります。
　年配の方、特に女性の急性腰痛は、外傷がはっき
りしていなくても、圧迫骨折の可能性が考えられま
す。この場合、当初のレントゲン検査では異常がな
く、数日後の再度のレントゲン検査によって圧迫骨
折だとわかった症例が半数程度みられます。最近で
は骨粗鬆

しょう

症薬も一昔前とは異なり、内服治療でか
なり効果が期待できるため、DEXER で骨密度測定
を行い、自分の骨粗鬆症の程度を認識することも必
要です。
　発熱とともに強い腰痛が生じた場合には、感染が
疑われ、おおむね入院での治療となります。50 歳
を超えた方で急に強い腰痛が出た場合には、悪性
腫
しゅよう

瘍の転移を考え、全身検索が必要となることもあ
りますし、脊

せきずい

髄腫瘍による腰痛の可能性もあります。
　一方神経症状を伴う場合、腰部脊柱管狭

きょうさく

窄症、椎
間板ヘルニア等の疾患が考えられます。腰部脊柱管
狭窄症の場合、タイプにもよりますが、歩行を続け
ると下肢痛が起こり、休めば症状が改善するという
間欠性跛

は こ う

行が特徴的です。PGE1 製剤が効果的です
が、すべての症例に効果があるわけではなく、症状
が強い場合は手術適応となります。椎間板ヘルニア
の場合、発症から３～６か月の間に、約半数のケー
スで自然にヘルニア縮小が生じ、症状も軽くなりま
す。しかし、強い疼

とうつう

痛が継続し、日常生活、就労に
支障をきたす場合には、やはり手術が必要となる場
合もあります。
　その他脊椎圧迫骨折の一つの型である脊椎破裂骨
折、悪性腫瘍の転移、感染症の脊椎炎などでも、脊
髄等の神経を圧迫して麻痺が生じたり、尿が出なく
なったりした場合には、緊急手術が必要となること
もあります。
　いつもとは違う腰痛が生じた場合には、MRI 検
査を行い、自分の腰椎の状況を把握し、今後何に
気をつけるべきかを認識すべきです。とにかく腰
痛でお悩みの方は、一度整形外科の扉をたたき、
DEXER、MRI 等の検査を受けてみてはいかがで
しょうか。

腰痛のあれこれ

取手医師会健康教室



※毎週日曜日は総合窓口課の窓口が開庁（8：30 〜 12：00 ・13：00 〜 17：15）しています
※中央図書館の木曜日の開館時間は 13：00 〜 18：00 です

機　関　名 電話番号 FAX 番号

市役所（代表） 45-1111 —

　　秘書課 45-2240
45-6529　　企画課 45-2309

　　総務課 45-1883
　　財政課 45-1795

45-2590　　税務課 45-1564
　　収納推進課 —
　　総合窓口課 —

45-6525
　　国保年金課 —
　　市民協働推進課 — 45-6526
　　会計課 — 45-1113
　　経済課 45-2096 45-5703
　　消費生活センター 45-2327 45-1286
　　農業委員会 —

45-5703
　　学校教育課 45-2195
　　生涯学習課 45-2174
　　指導室 45-2184
　　社会福祉課 45-1691

45-6527
　　介護福祉課 45-1744
　　地域包括支援センター —
　　児童福祉課 45-1679
　　生活環境課 45-5339
　　都市計画課 45-1963

45-2804
　　建設課 45-2094
　　議会事務局 — 45-6528
上下水道事務所 48-1842 48-6087
保健センター 48-6000 48-6319
保健センター（諸証明収納担当） 48-1133 20-6201
中央図書館 45-1000 45-7500
中央公民館	（仮予約☎ 48-6732） 48-6731 45-8003
郷州公民館	（仮予約☎ 48-6724） 48-6711 46-0310
高野公民館	（仮予約☎ 45-5419） 45-5411 20-6311
北守谷公民館	（仮予約☎ 48-2606） 47-0111 47-0112
文化会館 48-7911 20-6017
もりや学びの里 48-0525 45-0625
国際交流研修センター 48-2255 48-2255
市民活動支援センター 46-3370 46-3320
テニスコート受付 45-0271 —
学校給食センター 48-0253 48-5388
北守谷児童センター（キ・ターレ） 45-2278 45-4062
南守谷児童センター（ミ・ナーデ） 21-1224 21-1277
家庭児童相談室 45-2314 45-2920
地域子育て支援センター 45-2462 48-8804
土塔中央保育所 48-1876 48-8799
北園保育所 48-4897 48-8794
もりやファミリー・サポート・センター 45-2432 45-2705
障害者福祉センター 45-9801 45-9802
こども療育教室 47-0220 —
いきいきプラザ・げんき館 45-2940

48-5554
社会福祉協議会 45-0088
（社）シルバー人材センター 48-8591 48-8965
守谷地区交番 46-0110 —
久保ケ丘交番 48-0110 —
南守谷交番 45-0110 —
守谷消防署 46-0119 48-1981
守谷消防署南守谷出張所 20-0119 —
常総運動公園 48-5675 45-7365
白寿荘 48-3217 48-2503
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※法律相談は、同一事案の相談は受け付けて
　いません

法律相談 17 日
 9：00 〜 12：00

市役所

 10 日 9：00 から要予約
☎ 45-1249

－

☎ 0120-783018

１週間前までに要予約
☎ 48-6000

☎ 45-2314

☎ 45-0088 

☎ 48-5555

☎ 45-2327
12：00 〜 13：00 は除く
要予約
☎ 45-1111 内線 172 〜 176

保健センター

家庭児童相談室
（市民交流プラザ内）

いきいきプラザ・
げんき館

（社会福祉協議会）

消費生活センター
（市役所内）

市役所介護福祉課

 9 日
13：00 〜 16：00
日・月・水・金曜日
 9：00 〜 16：30

26 日
13：30 〜 15：30

月〜金曜日
 8：30 〜 17：00

14：00 〜 16：00
●ふくし 2 日
●年金・労務  9 日

金曜日
10：00 〜 15：00
月〜金曜日
 9：00 〜 16：00
火曜日
10：00 〜 17：00

行政相談
教育相談
（ラポールルーム）

こころの
健康相談

家庭児童相談
心配ごと
相　　談
電話相談
消費生活相談
生活機能相談

11月の各種相談11月の各種相談

火〜金曜日
 8：30 〜 17：15不登校相談 学びの里内 ☎ 45-2655

12 日（第 2 木曜日）
13：00 〜 17：00若者就労支援相談 要予約 いばらき若者サポステ

☎ 029-259-6860中央公民館

12

１ 日 市民提案型協働事業発表会（10：00 〜　市民交流プラザ）
  リサイクルブックフェア［無料］（10：00 〜　中央図書館）
  菊花展（〜 12 日）・美術展（〜 22 日　中央公民館）
２ 月 市・県民税 3期、国民健康保険税 4期、後期高齢者医療保険料 4期、
	 	 介護保険料 4期納期限 図書館休館日
３ 火 文化の日　おはなし会（･6･14･18･28 日 11：00 〜　中央図書館）
  生花展（〜 8 日 9：00 〜　中央公民館）ドイツ映画上映会（14：00 〜　中央図書館）
４ 水 糖尿病教室・医師の公開講座（13：30 〜　保健センター）
  ハーモニーセミナーお話と講談（10：00 〜　北守谷公民館）
５ 木   空き缶・ビン収集日
６ 金 
７ 土 もりやをきれいにしよう会（9：00　立沢東萩久保橋付近集合）
  男のヘルスアップ講座（・15・29 日　保健センター）
８ 日 若い芽のコンサート（14：00 〜　中央公民館）
  山百合の鉢植え栽培講習会（10：00 〜　高野公民館）
９ 月 粗大ごみ戸別収集申込期間（〜 13 日） 図書館休館日
10 火 こころのリハビリ（･24 日 9：30 〜　保健センター）
11 水 60 歳からのデジタルカメラ入門教室（・18 日 14：00 〜　市民活

動支援センター） 粗大ごみ戸別収集日
12 木   紙・布類収集日
13 金 禁煙教室（10：00 〜　保健センター）
14 土 地域安全・暴力追放市民大会（13：30 〜　中央公民館）
  健康ふくしまつり（9：15 〜　市役所） 守谷親子読書の日
15 日 ビデオ編集講座（10：00 〜　常総地方広域市町村圏事務組合）
  男のための踊り教室（10：00 〜、13：00 〜　高野公民館）
16 月   各公民館・図書館休館日
17 火 　
18 水
19 木 歴史移動教室江戸東京今昔ものがたり（8：15 ＴＸ守谷駅改札集合）
    空き缶・ビン収集日
20 金 おひざでだっこおはなし会（11：00 〜　中央図書館）
21 土 
22 日 
23 月 勤労感謝の日　芸能祭（9：00 〜　）・お茶会（10：00 〜　中央公民館）
24 火  粗大ごみ戸別収集申込期間（〜 27 日） 図書館休館日
25 水   粗大ごみ戸別収集日
26 木   紙・布類収集日
27 金   図書館休館日
28 土 
29 日 防災訓練（10：00 〜　市役所）
30 月 国民健康保険税 5期、後期高齢者医療保険料 5期納期限
    図書館休館日


